
（策定・変更）令和 元年 10 月 28 日 

 地方独立行政法人 那覇市立病院 行動計画 

 

 職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつくること

によって、全ての職員がその能力を十分発揮できるようにするため、次のような行動計画

を策定する。 

 

１．計画期間 令和 元年 11 月 1 日～令和４年 10 月 31 日までの 3 年間 

２．内容 

   

 

＜対策＞ 

 ●令和 元年 1１月～ 男性も育児休業を取得できる案内ポスターの複数制作 

  人事Ｇにて問い合わせ対応マニュアル整備 

●令和 元年１２月～ ポスターを男性更衣室・所属部署への掲示 

            以後、ポスターを入れ替えし、定期的な掲示を続ける 

  

             

 

＜対策＞ 

●令和元年 11 月～  時間外労働事前許可制の継続稼動 

           安全衛生委員会における部署別・個人別の時間外勤務の把握 

 時間外労働削減に向けた人員確保 

 時間外労働削減に向けた医療提供体制の整備検討 

 時間外労働削減のためのタスクシフト・タスクシェアの実施 

 

目標１：男性従業員の育児休業取得の促進 

    男性職員１名以上の取得を目指す 

 

 

 

 

目標２：所定外労働時間の削減のための措置の実施 

     


